
一般職の職員の配偶者帯同休業に関する法律の制定についての意見の申出の骨子

公務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進する

ため、配偶者の外国での勤務等に伴い、配偶者と生活を共にすることを可能とす

る休業制度（配偶者帯同休業制度）を創設

１ 配偶者帯同休業制度の目的

外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業の制度を設けることにより、有

為な職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的

２ 配偶者帯同休業制度の概要

⑴ 休業の対象となる職員

外国で勤務等をする配偶者※と生活を共にすることを希望する職員（常時勤務すること

を要しない職員等を除く。）

※ 配偶者は国家公務員に限らない。

⑵ 休業の承認

職員の請求に基づき、任命権者が、職員の勤務成績等を考慮した上で公務の運営に支

障がないと認めた場合に承認

⑶ 休業の期間

１回の休業期間は３年を超えない範囲内（３年を超えない範囲内であれば、１回に限

り期間の延長が可能）

⑷ 休業の効果

休業期間中は、職員としての身分を保有するが、職務に従事せず、給与は非支給

⑸ 休業の承認の失効等

・ 休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合、配偶者が死亡又は配偶者

と離婚した場合は、休業の承認が失効

・ 休業をしている職員が配偶者と生活を共にしなくなった場合などは、任命権者は休

業の承認を取消し

⑹ 休業に伴う任期付採用及び臨時的任用

任命権者は、職員の配置換え等の方法により配偶者帯同休業を請求した職員の業務を

処理することが困難であると認めるときは、請求の期間を限度として、任期付採用又は

臨時的任用を行うことが可能

⑺ 給与の復職時調整

職務に復帰した場合、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内で必要な調

整が可能

３ 実施時期

公布の日から起算して１年を超えない範囲内の日から実施


